日教弘三重支部　生徒教育文化活動奨励事業　成果報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　　年　　　月　　　日
公益財団法人　日本教育公務員弘済会三重支部長　様

学校名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
校長名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　□ 本成果報告書の記載内容を承認しています。
　（学校長による☑ をお願いします。）
　　　　　　　　　　　　  
令和８年度の生徒教育文化活動奨励事業の成果を下記のとおり報告します。
	テーマ
	

	活動期間
	　　　　　
　年　　　　　月　　～　　　　　　　年　　　　　月
＊助成を得て、活動に取り組んだ期間を記入

	申請組織名
（生徒会、部活動等）
	
	担当者名
	

	
	
	連絡先
電話番号
	

	概要　(600字～800字程度にまとめてください)　

（別途、活動がわかる写真を添付してください）




会計報告書
＜ 使途明細書 ＞
	項　　目
	金額（税込）
	内　　訳
	領収書番号

	
	
	
	

	合　　計
	円
	
	


１　領収書（コピー可）は、A4用紙に貼付してください。ご提出後、領収書は返却いたしません。

請求書・納品書については添付の必要はありません。
２　領収書の金額欄の横に「丸数字で通し番号」を記載し、上記「使途明細書」の「領収書番号」の欄に転

記してください。
３　合計金額は、助成金額以上を記入してください。
助成金額までを当会による助成執行額への申請額とみなします。
４　下記の経費は助成対象となりません。　

(1) 申請者本人（共同者を含む）の人件費及び謝金　 

(2) 汎用性のある機器（パソコン等）の購入費及び学校備品にあたる教材費　

(3) 組織等の一般管理費、飲食費　等

　※デジタルカメラ、ビデオカメラ、レーザープリンター、コピー機のトナーカートリッジ等、他の用途に使用
できるものは対象になりません。

※インターネットのショッピングサイトや量販店等での物品購入は認めます。

領収書の宛先は学校名となります。学校宛ての領収書が発行可能かを注文前に確認してください。

学校宛ての領収書が困難な場合は、当会事務局まで連絡してください。

※助成後、対象外費用を使用した場合や、提出書類（申請書や助成後に提出する成果報告書等）に不
備・不正等があった場合は、返金して頂くことがあります。
※個人情報の取扱いについては、要項をご覧ください。

※提出期限　令和９年２月２６日（金）（必着）　ＦＡＸでの受付はしません。
※書類送付・問い合わせ先

公益財団法人日本教育公務員弘済会三重支部

〒514-0003　津市桜橋2-142（三重県教育文化会館別館４階）℡059-224-0425

